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 高等学校等就学支援金制度の実施に伴う佐賀県立高等学校授業料の減免に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成30年６月29日 

                                     佐賀県教育委員会教育長  白  水  敏  光    

 佐賀県教育委員会規則第10号 

   高等学校等就学支援金制度の実施に伴う佐賀県立高等学校授業料の減免に関する規則の一部を改正する規則 

 高等学校等就学支援金制度の実施に伴う佐賀県立高等学校授業料の減免に関する規則（平成26年佐賀県教育委員会規則第12号）の一部を次

のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 

（表） （表） 

  略   略 

 添付書類  添付書類 

 １ 保護者等の市町村民税所得割の額が確認できる証明書等（写

しでも可） 

   （４～６月に申請するときは前々年の所得を証明するもの、７

月～翌年６月に申請するときは前年の所得を証明するもの｡） 

 １ 保護者等の道府県民税所得割の額と市町村民税所得割の額と

の合算額が確認できる証明書等（写しでも可） 

   （４～６月に申請するときは前々年の所得を証明するもの、

７月～翌年６月に申請するときは前年の所得を証明するもの｡） 

 ２ 略  ２ 略 

 略 
 

 略 

（裏） （裏） 

  略   略 

 略 
 

 略 

 ※ 事務室使用欄  ※ 事務室使用欄 

 略  

市町村民税所

得割の額の確

 略 

 

 略  

道府県民税所

得割の額と市

 略 
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改正前 改正後 

認（304,200円

未満である）

 

 

 

 

 略  
 

町村民税所得

割の額との合

算 額 の 確 認

（ 507,000 円

未満であるこ

と｡） 

 

 略  
 

 略 
 

 略 

  略   略 

   附 則 

 この規則は、平成30年７月１日から施行する。 


